
～地域医療の確保に貢献できる総合診療医の育成を目指して～ 

登米市立登米市民病院 

公立志津川病院 

石巻市立病院 

気仙沼市立病院 

宮城県内の 
自治体病院等 

東北他県の 
自治体病院等 

※この資料は、文部科学省に提出した宮城県の医学部設置構想応募書の概要を取りまとめたものです。 



「県立医学部」の理由 
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「東北地方における医学部設置認可
に関する基本方針について」 

（平成２５年１１月２９日公表 文部科学省） 

●目的 

 ・東日本大震災からの復興 

 ・今後の超高齢化と東北地方における 

   医師不足の解消 

 ・原子力事故からの再生 

 

●留意点（必要な条件整備） 

①震災後の東北地方の地域医療ニーズ 

  に対応した教育を行うこと 

②教員や医師、看護師の確保に際し引 

  き抜き等で地域医療に支障を来さない 

  ような方策を講じること 

③大学と地方公共団体が連携し、卒業 

  生が東北地方に残り地域医師不足の 

  解消に寄与する方策を講じること 

④将来の医師需給等に対応して定員を 

   調整する仕組みを講じること 

・東北の各大学医学部、医師会、医師確保 

 に関する施策を展開している東北各県等 

 との連携・協力は、行政が主体的に担う 

 必要があること 

・震災前から取り組んできた医師確保対策 

 など、県の医療行政と調和した効果の高 

 い医学部を新設できること 

 

・仙台への医師の一極集中を緩和するとともに、 

 医師不足が顕著な県北地域における医療拠点 

 の確保が可能となる 

・財政負担を圧縮できる見通しが立った 

国の基本方針にのっとった医学部は 「県立」が 
望ましい 

栗原市における「県立医学部」構想を決断 

栗原市へのキャンパス設置によって・・・ 
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栗原市への医学部設置 
栗原キャンパスの立地環境 

（病床残については平成２６年３月現在） 

 大崎・栗原医療圏 

10万人当たり医師数 157.5 

病床残 157 

参画可能病床数 450 

①医療資源の少ない県北部 
 における医療拠点を整備す 
 る 
 
②県北沿岸部への支援や仙 
    台圏との連携が容易な立 
    地環境にある（「扇の要」） 
 
③大学附属病院の中核とな 
  りえる栗原中央病院の移 
  譲を受けることにより、二次 
  医療圏の病床残と合わせ、 
  附属病院として必要となる病 
  床数（６００床）が確保できる 

栗原市へ設置する理由 

・栗原中央病院（３００床） 
・県立循環器・呼吸器病セン 
 ター（１５０床） 
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大崎・栗原医療圏 

仙台医療圏 

仙南医療圏 

「扇の要」 

石巻・登米・気仙沼医療圏 



県立医学部構想の概要① 

（１）目指すべき基本的方向性 

①過疎化・超高齢化が進む東北地方において、地 

   域医療の確保に貢献できる総合診療医の育成 

 

②被災地や医療過疎にある地域において、継続的・ 
  安定的に医師を確保する仕組みの確立 

（２）特色 

東北版自治医科大をイメージ 

地図データ出所 Craft map 
http://www.craftmap.box.net/info/info.php 

学生と医師が循環するイメージ 
東北６県を中心に志を持った学生を集め、東北
へ配置していく 

 ・東北の地域医療を志す医師の育成 

 ・入学生全員に学費及び生活費などを貸与し（新た 

  な医学生修学資金（ファンド））、一定期間、東北に 

  おいて地域医療への従事を義務づけ 
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県立医学部構想の概要② 

（３）設置場所 
・栗原市築館の栗原市立栗原中央病院を大学附属病院の中核施設とした 

 県立大学による医学部を新設 

（５）開学の時期 

・平成２８年４月の予定 

（４）入学定員 
・６０人（収容定員３６０人） 

※ 設置形態について 
      文部科学省に提出した医学部新設構想の応募書において、効率性・効果性の観点から、今後、公立 
   大学法人宮城大学と協議を行い、望ましい設置形態等を検討することとしている。 
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県立医学部構想の概要③ 

・附属病院は、市立栗原中央病院を中核施設 

 として活用するとともに、 県立循環器・呼吸 

 器病センター を再編統合するなどにより、必 

 要な病床数を確保する。 

・平成３０年４月を目途に、医学部の教育課程 

 に必要な校舎と一般病床数６００床 の附属 

 病院の整備を進める。 

（６）附属病院 

栗原市立栗原中央病院 

県立循環器・呼吸器病センター 
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栗原市 

 約17km  
車で約20分 

登米市 

気仙沼市 

南三陸町 

石巻市 

女川町 



新設される医学部の卒業生を東北地方に定着
させるための方策について（イメージ） 
～新たな医学生修学資金（ファンド）制度の創設～ 

（入学時）

※将来的に縮小・廃止の場
合、拠出者に返還

（初期研修終了後、10年間）

修学（６年）、初期研修（２年）

拠出・寄附

宮城県

医師派遣を受けた病院を

経営する自治体等

学校法人（大学）

その他の団体等

ファンド運営主体
新設医学部（大学）

①資金提供

②貸付契約

医学生

③勤務

⑤償還

④償還負担
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今後の想定スケジュール 

国
が
１
校
の
構
想
を
選
定 

Ｈ２６年 

夏 

国
に
大
学
設
置
認
可
申
請 

３月 

Ｈ２７年 

国
が
大
学
設
置
を
認
可 

８月 

新
設
医
学
部
の
開
学 

４月 

Ｈ２８年 

手
続
き
関
連 

施
設
整
備
等 

栗
原
キ
ャ
ン
パ
ス
の
供
用
開
始 

４月 

Ｈ３０年 

用地取得 

施設整備に関する予算等の確保 

施設工事 
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※このスケジュールは、構想が選定された場合のスケジュールです。 


